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林野火災警報と注意報に注目！
　この度、火災予防条例の一部が改正され、令和 8 年１月 1 日より施行されます。主な改正点として、林野
火災を未然に防ぐために「林野火災警報」および「林野火災注意報」が創設されました。これらは、乾燥や
少雨、強風といった気象状況により発令され、発令時には下記のような火の使用制限
がかかります。

1.	 山林、原野等において火入れをしないこと。
2.	 煙火を使用しないこと。
3.	 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4.	 �屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で
喫煙をしないこと。

5.	 �山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をし
ないこと。

6.	 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰または火粉を始末すること。
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